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要   旨 

 

1 本提言作成の背景 

2011年 3月 11日発生した東北地方太平洋沖地震（以下、東北沖大地震）と津波、およ

びそれに付随した福島第一原子力発電所事故（以下、福島原発事故）は、多くの人命と財

産を奪う未曾有の大被害をおよぼした。国は、1995年阪神･淡路大地震以降、将来おこり

うる地震について、観測網の整備、調査・研究体制整備、行政の判断システム、国民への

情報発信などの体制を整えてきた。また地球惑星科学者も、地震学を中心として、予知か

ら基礎的な地震の物理の理解に至るまで多様な研究を進めてきた。しかし、東北沖におけ

るマグニチュード 9の大地震の発生を予測することはできなかった。また、専門家が発し

た“想定外”の言葉は、科学に対する不信を引きおこしたとされた。福島原発事故による

放射性物質の大気拡散については、気象学者によるシミュレーション結果の公表をめぐり

さまざまな混乱があった。 

 

2 現状および問題点  

東北沖大地震と福島原発事故により浮かび上がった問題として、第一に地震学が東北沖

における M9 の地震の予測をできなかったという学問的な問題がある。地震学は過去百数

十年の観測結果とアスペリティモデルにもとづき将来の地震発生の位置や時期を確率論

的に考えてきた。しかし観測時間が限られていること、及び､モデルや仮説は必ず限界を

もっていることなどについての検証が不十分であったことが浮かび上がった。第二に、か

なりしっかりした国としての防災体制およびトップダウンおよびボトムアップの地震調

査研究体制ができていたにもかかわらず、必ずしも十分な連携ができていなかったという

問題が発覚した。第三に緊急時における行政と科学の間の情報交換の仕組みが存在しない

ことが明らかとなった。第四に、地震研究者による“想定外”の言葉や、気象学会が、学

会員が個人的に計算結果を公開することの慎重な取り扱いをよびかけたが、同学会の意図

が冷静かつ十分に理解されないまま、大きな社会問題となった。 

本提言においては、将来起こりうる大規模災害の際に同じ問題を繰り返さないため、将

来の課題､とりわけ、地球惑星科学と行政､社会との関わり方を論ずる。 

 
3 提言の内容   

提言１  国は海域における地震津波調査観測網をいっそう整備すべきである 

日本周辺の海底地震津波観測網を整備し、地震時における津波警報発令までの時間を少

しでも短縮することがきわめて重要である。観測網の設置および維持更新は、国が責任を
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もって行うべきである。 

 

提言２  国は放射性物質拡散の実態把握および危機管理体制を構築すべきである 

放射性物質の大気中と海洋への放出につき、より詳細な事実の把握、および、いまだに

埋もれているデータの発掘が必要である。また、緊急状態においても機能する、放射性物

質と気象場に関する測定システムの確立、大気・海洋モデリングとデータ同化手法による

数値実験の改善が必要であり、それら調査・研究を総合的かつ持続的に実施する体制、そ

の結果を利用する危機管理システムの構築が必要である。 

 

提言３  国民の安全のために学術と行政の連携の仕組みを強化すべきである 

国民の安全に関わる問題に関しては、トップダウンとボトムアップメカニズム双方の推

進による総合的な調査・研究の推進を一層はかるべきである。地震以外の分野においては、

その仕組みは未整備であり，早急な検討が必要である。また、緊急時に行政が主導し、調

査・研究を行うための枠組みの整備をすべきである。 
 

提言４  学術は危機における適切な情報発信の仕組みを作るべきである 

学術は、重大な危機に際して学術的知見の集約、情報発信の仕組みを危機管理システム

の一部として構築しなければならない。学術的知見のとりまとめには、学術会議の果たす

役割が重要である。将来における重大危機を想定し、行政、報道機関との間において情報

発信のルールを確立しておくことが重要である。 
 

提言５  自然現象の予測は適切に報道されるべきである 

地震や津波をはじめ地球に起こる現象は、複雑系の特徴をもち、一意的に決定される予

測はありえない。学術は得られている知見とその適用範囲、予測にともなう誤差の意味を

丁寧に説明し、報道機関はそれらを正しく理解、報道することに努力し、特に、異なる意

図の予測が国民の不安につながらぬよう心がけるべきである。 

 

提言６ 自然現象を深く理解することのできる教育の充実を図るべきである 

すべての国民が、地球に生起する自然現象の本質を深く理解し、情報を自ら判断する能

力を養うため、初等・中等教育、高等教育、さらに生涯教育において、科学的素養を涵養

できる環境を充実させることが必要である。 
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１． はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（以下，東北沖大地震）と、その津

波によって発生した東京電力福島第一原発事故（以下，福島原発事故）は、地球惑星科学

と行政･社会の関わり方について再検討すべき重要な課題を提起した。地球惑星科学が対

象とする、地球をはじめとする惑星の形成・進化、地球内部と大気・海洋に関わる素過程

とダイナミクスは、自然災害の根源的問題であり、その研究成果の社会還元、国民と社会

の安全・安心への貢献は地球惑星科学の重要な責務である。 

東北沖大地震の特徴は、ひとつのブロックが数十年から 100年程度で繰り返される海溝

型地震が、３つのブロックにおいて連続して発生したために超巨大地震となったことや、

プレート深部境界のずれにとどまらず地殻浅部のすべりによると考えられる大きな津波

が発生したことなどが挙げられ、その結果巨大な津波高と広範囲の浸水域がもたらされた。

地球や惑星はきわめて多くのサブシステムからなる巨大複雑系であり、複雑系の振る舞い

は決定論的に論ずることができないという本質的な問題がある。地震に関しても，地球内

部のミクロのプロセスが地球全体に及ぶだけでなく、岩石の物性の違いや不均質を始め、

一意的に論ずることのできない要素が無数に存在する。岩石の破壊をすべて物理的に扱う

ことができるようになったとしても、非線形の系においては、わずかなパラメータの違い

が、結果にどのような影響を及ぼすかを予想することはきわめて困難であり、仮に震源に

おけるひずみ量が推定できたとしても、地表のある地点にどのような揺れや破壊を及ぼす

かという社会が求める情報までには大きなギャップがある。さらに、現状のように、物理

的に取り扱う 

ことができず、半経験的に確率を求めている場合は、統計が乏しく、確率にしたがう保

証がないなど、予測には大きな不確定性を伴っている。 

1995 年兵庫県南部地震以降、地震学におけるトップダウンとボトムアップ双方向の研

究･評価が進められてきたが、東北沖大地震に関しては、十分な連携をとりきれてこなか

った問題がうかびあがった。ボトムアップの研究は、この地域において巨大地震がおこり

うる可能性を認識し始めていたが、その知見は防災行政には十分に認識されておらず、防

災行政に生かされるに至っていなかった。なぜそのような状況であったかを総括する必要

がある。 

さらに、科学的知見の集約と予測に関する不確実性の発信の仕組みが大きな課題として

浮かび上がってきた。われわれは、2011年 3月の放射性物質の環境中の拡散の問題に伴う

メカニズムの理解や予測を、社会に対して発信する困難さに直面した。複雑系にともなう

予測の困難とその誤差をいかに適切に社会に伝えることができるかは、内容の適切さと同

時にその発信の仕組みとともに正しい理解を生み出し、不要な社会的混乱を引き起こさぬ

ためにきわめて重要である。特に重大な危機に際して、科学的知見をどのように集約し、
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どのように発信すべきかについて検討し、その仕組みを危機管理システムの一部として構

築しなければならない。さらに、行政の持つ情報を科学が検証することのできる枠組みを

検討してゆかなくてはならない。 
本提言は、東北沖大地震と福島原発事故を経験した地球惑星科学が、今後のわれわれと

社会・行政との関わりを真剣に考え、提言を行うものである。 
 

２. 地球惑星科学の見地から見た地震・津波の理解と課題 

 

（１）東北地震・津波の全体像 

地震は、二つの岩盤を固着していた断層面が破壊し、破断面先端が伝搬・進行して、両

岩盤の間で急激な相対すべりが生じる現象である。破壊した断層面の広がり及び相対すべ

り量の大小が地震の規模を規定する。地震学では、マグニチュードが 8以上の地震を巨大

地震、9 以上のものを超巨大地震として区別することが多い。また，地震の中には、強い

震動をあまり発生させないにも関わらず大きな津波を生じる地震があり、「津波地震」と

呼ばれている。 

東北沖大地震は、地震の規模と質の点において、従来の地震学の知見を超えるものであ

った。東北沖大地震と津波（以下、東北地震・津波）を特徴づける強震動・大津波の範囲、

地殻変動の大きさ、強い揺れの継続時間、地殻内応力変化など諸量は、典型的な海溝型巨

大地震である 2003年十勝沖地震（Mw8.0）のそれの約 5～10倍と桁違いに大きかった（表

１）[1-3]。GPS波浪計のデータ、沿岸の潮位記録、及び浸水高・遡上高の調査から、津波

発生域は、沖合約 70 ㎞から沖合 200 ㎞の海溝軸に至るプレート境界浅部であることがわ

かった［4-5］。一方、短周期の強い揺れは陸から約 70㎞以内のプレート境界深部側で発生

した [6]ことから、東北地震・津波の断層面は、強震動生成領域と、大津波の発生領域の

2 つが接合されていることがわかった（図１） [7-8]。また、断層面の破壊は、大きく 3

つの領域に分けて推移し、固有地震説で想定されていたように震源域が単独で活動するの

ではなく、複数の震源域でのすべりが連動したものであった。すなわち、量的にも質的に

も特異な地震であった。 

プレート沈み込み速度から、海溝軸付近のプレート境界浅部では、600 年間以上かけて

蓄積した歪（すべり遅れ）が今回の地震で一気に解放されたことが明らかとなった。この

浅い領域は、軟弱で非弾性的に変形するために歪が蓄積されないというのが通説であった 

[9-10] ため、この事実は多くの地震学者にとって大きな驚きであった。 

このような超巨大地震の特異な姿が明らかになったのは観測データに基づくものであ

り、高密度な GPS観測網と、高感度地震観測網・強震観測網、東北沖の海域のさまざまな

海底諸観測が重要な役割を果たした。 

 

 (2) 事前の地震発生予測に至らなかった原因と課題 

上述のような強力な観測網がありながら、我が国の地震学が、東北沖の日本海溝沿いに
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超巨大地震・津波が発生する可能性について、深く研究を進めることができなかった原因

と今後の課題について論ずる。 

地震発生予測を可能にするには、普遍的に成り立つ「地震発生の物理」の構築と、それ

を定量的に記述する「モデルパラメーターの把握」とが必要となる。前者については、摩

擦構成則に基づく断層すべりが最有力なモデルとして提唱され、適切なモデルパラメータ

ーを選ぶことにより、計算機シミュレーションによって、過去に発生した地震のさまざま

な側面の統一的説明が可能になりつつある。一方、後者のモデルパラメーターは場所と時

間によって変化しうるため、現時点では精度良く決めることはきわめて困難である。その

結果、現状は、実際に生じている多様な地震発生様式を科学的に理解できるようになりつ

つあるものの、地震発生予測を決定論的に行うことが可能か否かについては議論のあると

ころである。このような状況から、地震発生予測には、過去の地震発生履歴データに基づ

く経験的・確率的な手法が欠かすことができず、現時点ではこれが実用上の主流となって

いる。 

 

① 確率的な方法による地震発生の長期予測とその課題 

政府の公表する長期的な地震発生確率は、特定の断層はほぼ同じ時間間隔で同程度

の規模の地震を引き起こすという固有地震説と、アスペリティ仮説（後述）とを統合

したモデルに基づいて算出されている。震災前に出されていた東北地方太平洋沖の海

溝型地震に関する長期予測 [11-12]（表２）は、宮城県はるか沖(三陸沖南部海溝寄り)

に東北沖地震の破壊開始点（震源）があるという点において、場所の予測には部分的

に成功したといえる。しかし、破壊はその領域だけに止まらず、三陸沖から房総沖の

海溝寄りの３つの震源域が連動して破壊した。その結果、大きくても M8.2前後と予測

されていた地震の規模は、M9.0となった。エネルギーでみれば、予測と実際の間には

15倍もの開きがあり、規模の予測は失敗であった。 

地震調査研究推進本部（以下、地震本部）の長期予測手法では、海溝型の大地震発

生の確率計算を行うには、可能な限り過去にさかのぼった地震発生履歴データが必要

である。しかし、機器による観測記録は最近の百数十年に限られ、古文書記録も良質

の史料が多数の場所で見出されるのは江戸時代以降の 400 年に限られており、現行の

予測手法が仮に正しいものであったとしても、原理的に 500 年を超えるような、長い

地震発生サイクルをもつような海溝型地震の予測は不可能であった。この問題は東北

沖大地震発生前から認識されており、地震発生履歴の把握を過去に向かって伸ばすた

めの努力が始まっていた（表３）。その結果、869年に仙台平野を襲った貞観津波に次

第に注目が集まり、震源断層のモデル化もなされつつあった [13-15、図 1]。また、貞

観地震と同様な津波堆積物を残した津波が、およそ 450年～800年程度の繰り返し間隔

で発生していることが明らかにされていた [16]。しかし残念ながら、これらの研究成

果を地震津波防災につなげることは間に合わなかった。 
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② 調査・観測やシミュレーションに基づくモデリング手法の問題 

沈み込み帯で起こる地震の発生機構については、過去約 15年間に大きく理解が進展

した。とりわけ、プレート境界地震については、非地震性滑りの進行により固着領域

（アスペリティ）に応力が集中し，やがて地震発生に至るというアスペリティモデル

が提唱された。そして、陸上 GPS データの解析から、固着の程度の大きい領域が宮城

県沖から福島県沖にかけて広く分布することが、地震発生前にわかり始めていた 

[17]｡ 

その一方で、日本地震学会モノグラフ「地震学の今を問う」に指摘されているよう

に、「アスペリティ以外では地震性すべりを起こさない」というような、過度に単純化

された考え方が支配的になっていったことも一部に指摘されている。このような傾向

を避けるには、モデルや仮説の正当性を愚直かつ厳格に検証することが必要で、その

ためにはモデルや仮説から予測される結果の再現性の重視とデータの公開とが不可欠

とされている [18]。巨大地震の発生事例が世界的に見ても少ないことを考えるなら、

主たる観測対象が日本国内に限られていては、モデルや仮説の検証には困難がともな

うことは明瞭である。したがって、国外の沈み込み帯の観測もふくめ、モデル・仮説

による予測の再現性を確認することが不可欠である。しかしながらこのような世界的

視野に立った継続的な調査・観測・モデリングを、日本の地球科学者が主体的に行っ

た事例は多くない。手にしている情報は限定的であり、不十分なものであることを認

識していたのだから、現象をモデル化するに当たっては、極度に単純化せずに、多様

な考え方に基づいて多くの可能性を考慮して慎重に考察する必要があった。 
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３． 地震・津波防災行政と地震学の関わりについての問題と課題  

（１）我が国の地震・津波防災体制の概観 

我が国の地震津波・防災に関わる主要機関と、その役割を図 3に示す。防災面では、国

としての防災基本計画を中央防災会議（内閣府）が策定し、それにもとづき地方自治体が

地域の実情に合わせた地域防災計画を作成する。研究面では、国策としてのトップダウン

の調査研究は地震本部（文部科学省地震調査研究推進本部）により立案され、省庁や研究

独立行政法人を中心に、複数の大型事業が行われてきた。他方、ボトムアップの基礎研究

は、大学等を中心とした「地震予知のための観測研究」が、その 1/100程度の規模で進め

られてきた。地震調査研究関連の平成 26 年度当初予算は、総額 118 億円[19]で、研究機

関等が得た調査観測結果や研究成果は、地震予知連絡会で情報交換され、学術的な検討が

加えられている。 

 
（２）地震・津波防災研究の検証 

① トップダウン型の研究の検証 

地震本部を中心に実施されてきた国策としての地震調査研究の具体的な内容は、平

成 11 年から 10 年間に渡って実施された地震調査研究「地震に関する基盤的調査観測

計画（“総合基本施策）”」に示されている（表４）。この計画により、世界最高水準の

地震観測網や GPS 観測網が整備され、また全国の主要活断層の位置・長さ・形状・活

動履歴等が系統的に調べられた。陸域の地震観測網は、地震情報の早期伝達を可能と

し、2006年以降の緊急地震速報の実現につながった。東北沖大地震においても、緊急

地震速報が実際の揺れに先だって発出された。その一方で、主破壊が終了した後も、

M9という規模を推定するのに相当の時間を要してしまった。また、緊急地震速報には

使えないとしても、巨大地震に関する限り、研究では確立されていた W-フェーズ解析

（地震波の解析方法の一つで、P波と S波の間に到着する超長周期の実体波を用いて、

発震メカニズム、規模、位置を同時に推定する方法）を現業に活用するシステムはで

きていなかった。 

“総合基本施策”の期間中、ケーブル式のリアルタイム海底地震・津波観測はごく

一部を除いて予算化されることはなく、津波警報システムの精度向上に向けた開発に

ついては、平成 21 年以降の“新総合基本施策”に持ち越されていた（表４）。もし、

リアルタイム海底地震・津波観測網が東北地方にも整備されていたならば、津波警報

システムは有効に機能したはずであろうし、緊急地震速報をさらに早期に発すること

ができたはずである。 

 

② ボトムアップ型の地震・津波基礎研究の検証 

地震予知のための基礎的（ボトムアップ的）な研究は、1965年以降、ナショナル・
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プロジェクトとして進められ（表５）、沈み込み帯で起こる地震の発生機構の理解が進

展した。その一方で、成果を社会に還元する努力については課題があることが総括さ

れている [20]。基礎研究から生まれた技術開発の成果は、GPS波浪計、海底ケーブル

を利用した海底地震・津波観測システム、自己浮上式の長期海底地震観測システム、

GPS 音響結合方式の海底地殻変動観測などのように官庁や独立行政法人に技術移転さ

れ、データはリアルタイムで官庁に配信され、災害軽減に貢献している。それに対し、

理学的な成果を災害軽減に結びつける意識は弱かったと指摘された。一部では、深部

低周波微動の発生状況の把握が、東海地震の想定発生領域のプレート固着状態の監視

に活用されるようになり、理学的成果を災害軽減につなげる試みも実現されている。

とはいえ、1995年兵庫県南部地震以降、大学間の連携が進むとともに、透明性・公平

性を担保した基礎研究が進められてきたが、大学を超えた省庁間の基礎研究レベルの

連携はそれほど強くなっていなかった。研究者自らが、研究成果を被害軽減につなげ

ることをこれまで以上に強く意識した姿勢で研究を進めることと、大学を超えた省庁

間の基礎研究レベルの連携の強化が、改善すべき課題といえる。 

 

（３）東北大震災以前の地震・津波防災行政の検証 

① 中央防災会議による被害想定の妥当性の検証 

日本海溝・千島海溝周辺は、M7 や M8 クラスの大規模地震が多数発生し、1896 年の

明治三陸地震では約 2 万 2 千人の死者が発生するなど、甚大な被害は主に津波により

ひきおこされてきた。表６には、津波被害想定に関する公的機関の活動状況を示す。

岩手県宮古市田老などの三陸沿岸では、今回の津波の浸水域はハザードマップとほぼ

同程度であったのに対し、宮城県沿岸では、浸水域はハザードマップの予想浸水域を

大きく超えたものであった（図４）。また、被害状況資料 [21] に基づいて、浸水域居

住者千人当たりの死者・行方不明者の数（以下、人的被害数という）を市町村別に算

出し、それを津波高さの実測値及び事前想定値と比較対照すると、陸前高田以南は波

高が低いにもかかわらず被害が大きい(図５)。人的被害数は、想定された津波波高と

実際の津波波高の差と相関がしている。このことから、中央防災会議の地震・津波の

想定が適切でなく、十分な防災対策が事前にとられなかったことが、被害の拡大につ

ながった可能性が示唆される。 

 

 

② 問題点 

中央防災会議が津波の高さを過小評価した原因は、中央防災会議の報告に総括され

ているように、過去数百年間に発生した最大級の津波のうち切迫性が高いと考えられ

る地震のみを被害想定の対象とし、科学的には発生する可能性が考えられても確度の

低い地震や、過去に発生したことがわかっていても頻度の低い地震を対象外としたた
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めである [22]。その結果、地震本部地震調査委員会が 2002 年に公表していた長期評

価の一部を、中央防災会議は被害想定の検討から外した[23]。また、風水害や土砂災

害の様に数年に一度の高い頻度で生じる災害と、数十年から数百年に一度という低頻

度で発生する地震・津波災害とでは防災対策の方法が異なることも十分に認識されて

いなかった。公的な防災機関が防災対策の政策判断するときは、短期的な視点にとら

われず、事象の頻度とその事象が生じたときの被害の大きさや内容の両方を考慮して

リスク評価し、最新の科学的知見を尊重して検討すべきであったと結論される。 

 
（４）東北大震災以後の地震・津波防災行政の検証 

① 地震・津波災害に対する備えの見直し 

表７に、東北地震・津波後に行われた中央防災会議、地震本部、原子力安全委員会

の諸計画・施策・指針等の見直しをまとめた。地震本部の新総合基本施策において改

訂された事項は、2章において指摘した問題点を克服しようとする適切なものといえる。

中央防災会議が改訂した防災基本計画では、低頻度ながら甚大な災害と、それよりは

被害レベルは低いものの頻度の大きな災害とでは、一律な対応をとるべきではないと

いう 2 段階の戦略がとられ ており、人命・財産・経済基盤の保全の諸観点から適切

な方針といえよう。 

さらに、日本海溝に関しては十分な海底地震津波観測網が設置され、迅速に津波警

報を発することのできる観測態勢がとられるようになった（図 6）。 

 
② 問題点 

東北沖大地震後、日本海溝には海底地震津波観測網が整備されたが、日本全体をみ

るなら、周辺の海底地震津波観測網は、まだきわめて不十分な状況である（図６）。こ

れまでの災害において多数の死者を出しているのは津波であり、津波警報は、たとえ

わずかな時間でも早期に発することが多くの命を救うことに直結するため、現在観測

網の設置されていないすべての海域にその観測網を設置することがなにより重要であ

る。 

異なる問題として、国民に対する情報発信の問題を指摘することができる。次に巨

大地震が発生する可能性が高いと考えられている南海トラフについて、中央防災会議

は、最大クラスの地震・津波モデルによる被害想定を 2012 年に公表した [24]。南海

トラフで発生しうる最大クラス（M 9.1）の地震を複数（11ケース）想定し、それぞれ

の最悪のシナリオによる被害を算定した結果、最大津波高は 34m、最大死者数は 30万

人以上となり、太平洋沿岸の自治体や住民に大きな不安を与えた。いっぽう、2013年

の地震本部による南海トラフの地震活動の長期評価（第二版）では、次の巨大地震が

今後 30年以内に発生する確率は 60~70%であるが、その規模は M8~9クラスという以上

には特定することはできないとした。このように、現時点での科学的知見に基づいて
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次に発生する地震の規模を想定することは困難であり、最悪の場合を仮定して被害想

定がなされたのだが、この点が自治体や国民に正確に伝わっておらず、「最大の地震津

波」像が「次に」発生する地震津波と混同されたり、防災対策を考える上での唯一の

地震像と受け止められたりした。この問題は、行政、学術、報道機関などから国民に

向けた情報発信のしかたにつき、今後払うべき重要な注意事項といえる。 

 
（５）原子力発電所の地震・津波防災の検証 

原子力発電所の安全審査を行う際に用いる指針等や、それへの対応等は表８のようにま

とめられる。2010年 12月、原子力安全委員会（当時）は、「耐震安全性に関する安全審査

の手引き」を作成公表したが、手引の発行が遅れ、バックチェックを行う時間的な余裕が

なかったことが悔やまれる。 

東京電力は、東北地震・津波の前に、福島第一原発で具体的な津波対策を取らなかった

理由として、(ア)土木学会が 2002 年に発表し、電気事業者が標準としてきた「原子力発

電所の津波評価技術」[25]では巨大津波をともなう地震が扱われていないこと、（イ）福

島沖の津波地震は中央防災会議での検討対象になっていなかったこと、（ウ）貞観地震の

モデルは確定的なものでなかったことなどをあげている [26]。しかし、土木学会の「原

子力発電所の津波評価技術」では、既往津波だけではなく、「プレート境界付近に将来発

生することを否定できない地震に伴う津波を評価対象とする」とされている。すなわち、

東京電力は、「福島沖の津波地震」を、「将来発生することが否定できる地震」と見なした

といえる。貞観地震のモデルが出されていたことや、東北電力女川原子力発電所ではそれ

を考慮した立地としていることと考え合わせると、東京電力の基準・指針の理解は最新の

科学的知見を正しく認識していなかったか、あるいは意図的に無視したかのいずれかであ

ったと考えられる。 

原子力発電事業者には、科学的に新しい知見、仮説、あるいは不確実な成果なども積極

的に可能性として検討し、安全対策に取り込む努力が求められる。 
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４．福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散に関する問題と課題 

（１） 福島第一原子力発電所の事故と放射性物質拡散の経緯 

東北沖大地震に起因して福島原発事故が発生し、一号機と三号機の水素爆発により、大

量の放射性物質が大気中に放出された。それ以外にも、圧力容器のベントによる蒸気の放

出作業に伴う大気中への放射性物質の放出が巡回監視から示され、また、炉心の冷却水漏

れの高濃度の汚染水が直接海に流れ出した。大気中に放出された放射性物質は、観測値か

らの逆推定によって評価されているが、137Cs で 9 〜37 ペタ・ベクレル [27, 28] とい

う幅がある。この大きな不確実性は、津波と電力喪失によって放射性物質や気象場等に関

するモニタリングポストの多くが失われてデータが得られなかったことと、太平洋側に流

出した量の測定が不足していることに起因する。直接、海洋に流出したものに関しても 3.5

〜26.9ペタ・ベクレルと推定に大きな幅がある [29-35]。なお 2014 年 3月になって、福

島県のモニタリングポストの 14カ所において、事故後数日の 20秒ごとの詳細な放射線量

変化の記録が残されていたことが明らかとなり [36]、水素爆発以前のベントに伴い大量

の放射性物質が大気中に放出されていた可能性が高いことなど、新たな事実も明らかにな

っており、今後の研究により初期放出量とその時間経過がより詳細に解明される可能性も

ある。 

事故当時は例年よりも冬型が強い春季の気象条件であったために[37]、放射性物質の多

くは海域に運ばれたが、12% から 37% が国内の陸域に沈着したと様々な評価により推定さ

れている [38]。原発から放出された放射性物質は、日々の気圧配置によって異なる風に

よって輸送され、また降水によって地表面および海面に沈着して、複雑な分布を形成し（図

６）、137Cs濃度が１平方メートル当たり 1,000キロ・ベクレルを超える地域が 30km圏内を

越えて北西方向に広がった。この分布は、文部科学省緊急時迅速放射能影響予測ネットワ

ークシステム（SPEEDI）による３月から４月の積算線量分布 [39] と概ね一致している。

しかし、SPEEDIの計算結果が毎日公表されるようになるのは、事故から一ヶ月以上経った

2011 年 4 月 25 日からであった。政府は、3 月 15 日に避難区域（20km 圏内）と 20〜30km

の屋内退避区域を設定していたが、４月 22 日には、北西域の川俣町、飯館村、葛尾村を

含む地域を計画的避難区域に指定した。この間、この方面に避難した者も被ばくを受けた

と推定されている。 

土壌に沈着した放射性物質の 98%以上が表層５cmに吸着されるが、森林に降下したもの

は長く樹冠に留まっている。チェルノブイリ事故の場合にはその量が 1/eに減衰する日数

（eは自然対数の底となる数、約 2.72）は 200日に及んでおり、福島原発事故の場合でも

300日を超える事例が観測された [40]。これらの放射性物質は除染されない限り、環境中

を移行し、その一部は湖水と河川へと流入する。文部科学省の４次観測（2011 年 11 月）

以降 2014 年 3 月までの航空機モニタリングによる空間線量率の変化は、いずれの地域に

おいても継続的な減少を示すとともに、その減少率は物理的な減少率を上回っている 

[41] （現在の情報管理は原子力規制委員会）。すなわち、放射性元素の物理的な壊変によ
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る減少より、降雨や積雪などによる除去が進んでいることを表している。そのことは同時

に、放射性物質の環境中の移動を意味している。また、文部科学省の河川浮遊砂調査 [42]

によると、平成 25年初頭でも，キロ・グラム当たり 1万 5千ベクレルの 137Csが浪江町諸

戸川において観測されるが、河川水中の 137Csは、キロ・グラム当たり 1ベクレル以下で濃

度は低かった[42]。 

海洋へは、大気へ放出されたものが海洋に落下した成分と、原発からの直接流出した成

分のほか、陸域から河川を経由して海洋に放出される成分、さらには 2013 年 8 月に明ら

かになったように、原子炉建屋で発生した高濃度汚染水がトレンチを通って直接海洋に流

出している成分がある。そのため海洋への流出量の推定はきわめて困難であると同時に、

海洋中では複数の流入源の存在や時々刻々変動する海流などによって放射性物質は常に

移流拡散の影響を受けているため、事故後の時間経過による濃度変化は海域により異なる。

文部科学省による海洋モニタリングの結果 [43]によれば、福島沿岸の海水中の放射能濃

度は福島第一原子力発電所直近のもっとも濃度の高かった地点でも、事故直後の 10 万分

の 1まで低下し、事故以前と同等レベルあるいはそれ以下となっている。それに対し、沖

合では放射性濃度がある程度低下した地点とほとんど変化していない地点が存在してい

る。さらに、放射性物質は海面付近の海流系に乗って太平洋中東部域から北米大陸西岸に

達している [44, 45] ほか、事故後数ヶ月間は黒潮を超えてさらに南方へは輸送され難い

と考えられていたが、時間とともに南方へも輸送されてきたことが明らかとなっている

[46]。 注目すべきこととして、海底土の放射能は、継続的な観測がおこなわれているほ

とんどすべての沿岸の地点において，2012 年 4 月以降ほとんど変化していないのに対し、

沖合では時間とともに減少している地点、ほぼ変わらない地点が多いほか、一部にはわず

かながら増加している地点もある [43]。海底土に放射性物質が沈着した状態が長期に継

続することは、海洋生物への影響を考える上では重要である。 

 
（２）環境中での放射性物質の移行過程の理解に関する課題 

原子力発電所から放出された放射性物質の量およびその移行過程は、発生源周辺の詳細

な時系列を含めた観測データの不足、海洋への直接流出に関わるデータの不足、推定手法

に伴う不確実性などの理由により、その推定には大きなばらつきがある。そのため，国内

外の放射線量の時間・空間変化の観測値や、政府および東電発表の数値をもとに初期放出

量とその時間変化を推定するという、地球科学において広く用いられる逆解析の手法によ

って推定されてきた。今後においても継続的、広域にわたる観測と、モデルの精緻化とい

う２つのことが事実の理解と将来の予測のために重要である。 
地表面に降下した放射性物質の移行拡散についての調査によると、森林に降下したもの

は、チェルノブイリの場合とくらべて、その植相の違いによって異なった移行の経過を示

している。また、大気中では風による再飛散、台風などの風雨による移行、湖沼・河川・

海洋では浮遊砂や有機物などに付着して流されることによる移行などのメカニズムによ

り、様々な場所に移動・拡散することが考えられるため、モニタリングを長期にわたって
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続けなければならない。また、原子力発電所から直接、または大気を経由して海洋に沈着

したものは、一部が海洋底に沈着したが、多くはまだ海洋中を移動中である。福島県沖合

は、親潮と黒潮の混合域であり、その移行は沿岸流、中規模渦、海流の影響によって複雑

であり、海面のみならず、海洋の亜表層まで含めて全球規模の観測が重要な役割を果たす。 
複数の数値モデルを用いた放射性物質の輸送シミュレーションが行われているが、モデ

ル間の不確実性は大きい。数値モデルの精緻化、観測データのモデルへの同化方法の検討

など、詳細な観測結果と整合的なモデルの精密化を高める研究が必要である。これらの観

測・研究とも、地域性の強い検討と、全球規模の研究の両者が必要である。 
放射性物質の移行過程についての詳細の理解のためには、地球科学のみならず、原発関

係者、放射性物質に関わる専門家、医学、農学、生物学を始めとする多くの学問を連結し

なければならない。そのような協力が有効に機能するためには、福島県をはじめとした大

学、研究機関を結ぶ長期的な研究機構の確立が必要であり、省庁の壁を越えた協力体制の

確立が必要である。 
 
（３） 観測システム・モデルの改善の必要性 

今回の事故では、電力喪失により、各種の放射線モニタリングシステム、AMeDAS気象網

が機能しなかった。また、爆発噴煙の高度等の情報を測定する装置が無いことが、その後

の放射性物質の輸送シミュレーションを困難にした。これらを改善し、より安定な測定シ

ステムの確立が必要である。特に、地上および衛星からのリモートセンシングのモニタリ

ング手法の導入が必要である。 

文部科学省緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（SPEEDI）は、初期条件が

不明な場合は信頼度の高い予測ができないという制約があるが、事故直後の積算された放

射性物質分布のうち高濃度域の分布をほぼ再現していた。特に、浪江町、飯館村を含む原

子力発電所の北部から東北部にかけた顕著な放射性物質の分布構造は、航空機観測や地上

観測によって得られているものに近かった。計算結果には誤差はあるものの、その情報無

しに避難域を判断するよりも有効な判断ができたことは明らかである。激烈な爆発を想定

すれば、事故直後の同心円状の避難域の設定は妥当であるかもしれないが、風によって長

距離輸送される放射性物質が作るホットスポットは 30km 同心円よりもずっと広い範囲に

及んでおり、避難経路の検討には数値シミュレーションの結果は不可欠である。 

将来に起こりえる事故に備え、放射性物質の拡散予測、避難経路の策定にモデルシミュ

レーション結果を十分に利用する危機管理システムを構築すべきである。また、将来にお

こりうる事故において、海域の観測をどの地点においておこなうべきかは、今後詳細に検

討する必要がある。このような基盤整備は、省庁、地方自治体、民間が独自に行うのでは

なく、関連機関の連携のもとに効率的で持続的なシステムを構築すべきである。それにあ

たり、気象庁や環境省が管轄する観測と、文部科学省および経済産業省のもつモデリング

のシステムを最大限に活用し、国民に対し、最大限の情報を提供するべきである。特に、

観測グループとモデルシュミレーショングループとの間の情報の共有が重要であり、その
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ためには省庁を超えた情報共有システムの構築が必要である。また、事故時には、気象や

大気拡散の専門家などを集めた緊急対策室等による汚染プリュームの流れの予想と避難

経路の検討を行うべきである。 

 
（４） トップダウンとボトムアップメカニズムによる緊急対策時の対応強化の必要性 

今回の事故においては，政府による土壌調査は６月まで開始されず、半減期の短いヨウ

素のデータをとるための初動に決定的な遅れが出た。この間、大学研究者による「環境放

射線核物理・地球科学合同会議」が自主的に構成され、政府調査に先立ち５月に、緊急土

壌調査が実施された。また、合同会議は、平成 23 年度科学技術戦略推進費「放射性物質

による環境影響への対策基盤の確立」『放射性物質の分布状況等に関する調査研究』にお

いても、大きな役割を果たした。なお福島大学の放射線計測チームによる詳細な土壌調査

は、すでに３月に実施された。 

政府の緊急対策に組み込まれなかった研究者による重要な調査も相次いで提案・実施さ

れた [47]。このことは、ボトムアップ研究の知見を収集する経路の確保が、緊急対策に

おいていかに重要かを物語っている。東海村 JCO臨界事故の場合には、原子力安全委員会

ウラン加工工場臨界事故調査委員会のほかに、科研費によって組織された多くの研究者が

活動し、自由な論文発表が行われた。しかし、今回の事故の場合、科学者によって緊急の

科学研究費提案がされたが、実施枠がなく、１年後にやっと新学術領域研究「福島原発事

故により放出された放射性核種の環境動態に関する学際的研究」として研究組織ができた。

その間、緊急的予算公募は、唯一、科学技術振興機構による「国際緊急共同研究・調査支

援プログラム（J-RAPID）」が行われていただけであった。一方米国では国立科学財団（NSF）

による民間寄付を含めた研究予算が立てられ、緊急の船舶観測などが実現された。将来に

おこりうる緊急事態において、国が主導して調査・研究を組織し、進める仕組みを、総合

科学技術イノベーション会議、科学技術振興機構、日本学術振興会、日本学術会議などの

組織を活用して設置すべきである。 

 

（５） 不確実性の認識と誤差情報の発信の必要性 

天気予報を考えると明らかなように、物質の移動・拡散の予測可能性は時空間スケール

に依存する。数値天気予報は、大気（気温・湿度・風）の３次元的振る舞いを、観測に基

づくある初期値から、その時間発展を物理法則に基づいて数値積分し、将来予測結果を得、

それに基づいて出されている。大気は初期値のごくわずかな違いに対して鋭敏な依存性を

持つ（カオス）。初期値は観測に基づいて求めるが、観測データは限定的であるとともに、

観測誤差を伴う。そのため、誤差は時間と共に拡大し、予測の不確実性を生み出す。 
不確実性の時間発展が予測対象の時空間スケールに依存するということは、予測対象に

応じてそれぞれの予測可能性があるということでもある。日本が位置する中高緯度におい

ては、空間スケールが数千キロメートル以上の現象（移動性高低気圧など）については、

２〜３日先までは予測できるが、１週間先になると位置・強さの誤差が大きくなり、予測
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の意味を持たなくなる（週間予報の限界）。誤差の成長は一様ではなく、大気循環場の状

態によって異なることが分かっており、週間予報では予報の信頼度を付けている。 
いつどこで雨が降るかを都道府県スケール以下で予測できる期間はさらに短く、今日・

明日・明後日の短期予報までに限られている。より局地的な予測はさらに困難である。前

線性あるいは移動性低気圧による降水の短期予報での予測可能性は高いが、集中豪雨や局

地的大雨などを伴う降水は、小さい空間スケールの現象であり、数値モデルの初期値解析

（不均質に分布する観測点のデータから、一様な格子点における初期条件を与えること）

では正しく捉えられず、警報をだしてから事象が発生するまでの時間を含めた（リードタ

イムをもった）定量的予測は現状では行えず、それはまだ研究途上にある。 
不確実性の起源は初期値（観測値）およびモデルの双方にある。初期値についての不確

実性に対処するためには、初期値（観測値）の誤差の範囲で複数の初期値により予測をお

こない、それらの結果から誤差の影響を統計的に評価するアンサンブル計算が必要である。

これにより予測の信頼度を数値的に述べることができる。また、モデルはいくら精緻にな

ろうとも、完全ではありえず、ひとつひとつのモデルの誤差は無くし得ないが、それらの

誤差がランダムに分布している場合には、多くのモデル結果の平均がもっともらしい結果

を出すことが知られているので、複数のモデルで予測計算を行うことが有効であるという

ことである。緊急時にこのような評価を実現するためには、出来るだけ多くの観測データ

の集約、モデル化をおこなう省庁や研究者へのその配布、結果の集約とその評価をおこな

う組織が必要である。その組織はさらに、結果を行政・報道機関・国民などに伝えるとこ

ろまで責任を負うことが必要である。 

 
5. 社会と地球惑星科学との間の相互理解の問題と課題 

 

（1）自然現象理解の難しさを社会に伝える問題 

東北沖大地震後、国民の科学および科学者への信頼感が損なわれたことが科学技術白書

等で指摘された[48]。信頼感が損なわれた原因は複数存在しているが、「想定外」の言葉

のひきおこした効果を無視することはできない。自然災害等を通じて社会との接点が多い

地球惑星科学は、国民の信頼を損ねたその理由を分析し、社会とのコミュニケーションを

通じて、将来において同じような問題をひきおこさぬため、特別の努力を払わなくてはな

らないであろう。そのためには、問題を十分に整理し、適切な対応ができるように、それ

ぞれの立場で日頃から準備を整えておかなくてはならない。 

 

① 研究者の発言の問題 

「想定外」という言葉は、当初は地震本部の責任者が，東北沖の 3 ブロックの連動

に対して用いたのだが、瞬く間に、東北沖における巨大地震発生の可能性に対する認

識そのものについてに置き換わってしまったように見受けられる。多くの国民が、「地
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震の専門家であるのに大地震発生の可能性すら想定できなかった」と受け止めた可能

性が高い。さらに、研究者の多くは、事実に対し自分自身の理解を正直に述べること

が誠実なことであると考えることも多く、東北沖大地震についても、そのような対応

をした可能性が高い。真摯な対応は場合によっては好ましく受け止められることもあ

りえるが、ときには誤解を生じる可能性もある。地震・津波に限らず、自然災害のほ

とんどすべてが研究対象である地球惑星科学にとって、社会に対して発する言葉は研

究者間で交わされる言葉とは異なる意味を持つことを自覚する必要がある。 

地球惑星科学分野として、社会に発信する言葉がどのように受け止められるのか、

また、どのような影響を及ぼすのかを日常的に議論し、コミュニティとしての教育・

研修をおこなう仕組みを作る必要がある。 

 
② 社会の側のリテラシーの問題 

研究者の情報発信と社会との関係において発生する問題は、双方の視点から検討す

る必要があろう。“想定外“の言葉が衝撃的にとらえられた背景には、地震発生の物理

をはじめ、地球上でおこるさまざまな自然現象の複雑さとそれを予測することの問題

がどれだけ深く理解されているかという問題も存在すると考えられる。沈み込み帯に

位置する日本に生きる人々にとって、地球に起きる自然現象を的確に理解することは

命に直結するきわめて大切な問題である。そのためには、初等中等教育や大学教養課

程教育、社会人教育を充実させ、一人一人の教育・教養のレベルを高めることが重要

である。自然現象は、物理現象、化学現象、生命活動などの複合的過程であり、その

本質的な理解のためには、多様な教養を身につけることが大切である。また、それを

保証するための教員養成・教員再教育の機会の充実、大学・大学院での社会人教育制

度の充実等、あらゆる階層を対象とする教育の機会・内容をこれまで以上に充実させ

ることが大切である。 

報道機関は自然科学と技術における「想定外」の差異について適切に報道すること

が大切である。自然現象に対する人類の科学的理解は極めて限られている。自然科学

的に解明が進んだ現象に関しても、将来予測には大きな不確実性を伴わざるを得ず、

現実的には確率論的にしか論じることができない。まして、未曾有の現象や、実際に

は過去に生起していても記録がなく未だに知られていない現象に関しては、事前に科

学的に論じることは極めて難しい。そうした現象が生じ得ると演繹的に推察されても、

相応の確証がない限りは自然科学的にその現象があり得るとは断定されないため、生

じた際には自然科学にとっての想定外となる。報道機関は情報発信に際しては、その

確度と誤差を含めて国民に適切な情報を提供することが大切である。 
 
（2）緊急時における地球惑星科学からの情報発信のありかた 

東北沖大地震・福島原発事故のもう一つの重大な教訓は，緊急時における学術からの情
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報発信の問題である。放射性物質の大気拡散予測に関する SPEEDIの情報がなかなか発表

されない中、研究者の中には独自に放射性物質の拡散予測を計算し、その結果を社会に公

表しようという動きがあった。それに対し気象学会が、学会員が個人的に計算結果を公開

することの慎重な取り扱いをよびかけたが、同学会の意図が冷静かつ十分に理解されない

まま、大きな社会問題となった。批判の多くは、学問の自由の抹殺であり学問の自殺行為

であるという論調であった。そのような批判には、国民自身が多くの情報の中から正しい

と思うものを選択するべきであるという議論につながっていたものが多かった。国民、と

りわけ東北・関東地域に居住する国民は、放射性物質拡散の情報を求めていたが、SPEEDI

の結果が公開されない一方で、諸外国からの拡散予測の情報がインターネット上で公開さ

れるという事態に直面した。国民や報道機関が、国内研究者による予測の結果を期待した

のは当然であろう。 

しかしながら、もし個人のレベルで放射性物質拡散予測が公開されたとしたら、そして

その内容に大きなばらつきがあった場合、あの緊急時に本当に国民は適切に判断をするこ

とができたであろうか。モデルの詳細が説明されるわけではなく、また大気物理シミュレ

ーションの知識や経験が無い多くの国民は何を持ってその是非を判断することができる

であろうか。複雑系の大気の運動に関する数値積分がもつ誤差や、初期条件が不確実な条

件でおこなわれるシミュレーションの特性を適切に判断できる国民が何パーセントいる

であろうか。さらに、複数のシミュレーションが異なる結果を与えた場合、なにを根拠に

それらを比較すべきであろうか。 

これらのことを考えると、緊急時における情報発信はまったくの個人的な形でなされる

べきではなく、一定の社会的責任ある組織が、複数の情報を適切な解説とともに発するの

が望ましいといえよう。発信すべき情報は、放射性物質の拡散予測というような特定の事

項に限られるのではなく、多種の情報がその対象となるはずである。そのためには、学術

全体として情報を収集し、丁寧な誤差の説明や科学的に存在する可能性の幅の提示などを

情報発信する仕組みが必要であろう。 

 

（３）学術会議の果たす役割 

学術の情報のとりまとめには、学術会議の果たす役割が重要である。学術会議はボトム

アップ組織でありながら、内閣府の組織であり、集約された情報を行政に最も短時間に伝

えることのできる能力をもつ。また、行政に対しデータの提供を要求することのできる組

織でもある。学術会議が学術と行政や社会との接点の役割を果たしてゆくことが、危機に

おいて社会に必要以上の混乱を与えず、科学の知を行政に反映することのできる方法であ

る。地震，津波，火山噴火等については、行政の一部として、あるいは行政に直結する科

学の統一的な組織が存在するが、たとえば、原発から放出された放射性物質拡散に関して

は、そのような仕組みは存在しない。さらに、関連するあらゆる分野の知を統合する必要

がある場合、それを保証するのは、学術会議をおいてほかにない。日本学術会議は今回の

地震・原発災害においてはただちに復興支援委員会を立ち上げ、学術からみた問題の指摘、
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提案・提言等を多く発してきた。さらに 2014 年 3 月 6 日付け会長談話において、緊急時

における学術会議の活動指針の策定の必要性を指摘しているほか、緊急時に対応すべき組

織についての議論がおこなわれ、提言のとりまとめが進んでいる。これらの活動をさらに

行政や社会との契約にまで進めることが重要である。        
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６. 提言 

地震・津波により大きな被害を受ける可能性が高いプレート境界に位置し、なおかつ、

原子力発電所をもつ日本において、地震・津波に対する研究をより一層前進させ、その成

果が国民に還元され、安全・安心な社会の建設に役立つため、および、緊急時に科学的成

果を国民に適切に情報発信してゆくためには、国や自治体、国民、報道機関、地球惑星科

学研究者それぞれが、この災害により明らかになった問題点を認識し、将来に向けその問

題点を改善する方策を検討し、行動に移す必要がある。本章においては、そのための提言

をおこなう。 

 

提言１  国は海域における地震・津波調査観測網をいっそう整備すべきである 

東北沖大地震後、日本海溝沿い、および東南海地域は観測網が整備されたが、その他の

地域はまだほとんど手つかずの状態にある。日本周辺の海底地震津波観測網を整備し、地

震時における津波警報発令までの時間を少しでも短縮することがきわめて重要である。

1983年日本海中部地震や 1993年北海道南西沖地震による奥尻島津波における犠牲者のほ

とんどが津波によるものであったことを考えるなら、日本海などの海底津波計観測網の空

白域をなくすことは、人的被害の軽減につながる。これらの観測網の設置ならびに適正な

維持更新は、国が責任をもって行うべきである。特に海域の場合は、その維持に陸域以上

の経費がかかり、定期的な補修もきわめて重要である。 

 

提言２  放射性物質拡散の実態把握および緊急時に向けた体制を構築すべきである 

放射性物質の大気中と海洋への放出につき、事実のより詳細な把握、いまだに埋もれて

いるデータの発掘が必要である。大気への排出量の時間変化と海洋への直接漏洩分のより

詳細な把握が必要である。陸域の移行過程については、現状に関しての詳細な観測的調査，

長期的な移行過程についての観測体制の整備が必要である。海洋の移行過程は、非常に広

範囲に長い時間スケールで起こっており、船舶観測による調査を続ける必要がある。衛星

データを利用した同化システムの適用も強化すべきである。同時に、大気モデリングとデ

ータ同化手法による数値実験の改善が必要である。 

緊急状態においても機能する、放射性物質と気象場に関する安定かつ持続的な測定シス

テムの確立、大気・海洋モデリングとデータ同化手法による数値実験の改善が必要であり、

それら調査・研究を総合的かつ持続的に実施する体制、その結果を利用する危機管理シス

テムの構築が必要である。そのため、日本学術会議東日本大震災復興支援委員会放射能対

策分科会の提言「放射能対策の新たな一歩を踏み出すために―事実の科学的探索に基づく

行動を―(2012年 4月 9日)」を踏まえて、省庁、地方自治体、民間を含めた総合的な設計

が必要である。特に、気象庁や環境省が管轄する観測データと文科省や経産省モデリング

の情報共有と連携をスムーズにおこなう仕組みを作ることが重要である。 
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提言３  国民の安全のために学術と行政の連携の仕組みを強化すべきである 

地震・津波対策，放射性物質拡散など、国民の安全に関わる問題に関しては、トップダ

ウンとボトムアップメカニズム双方の推進による総合的な調査・研究の推進を一層はかる

べきである。地震以外の分野においてはその体制は未構築であり、日本学術会議東日本大

震災復興支援委員会災害に強いまちづくり分科会の提言「二度と津波犠牲者をださないま

ちづくり－東北の自然を生かした復興を世界に発信－(2012年 4月 9日)」を踏まえて、早

急な検討が必要である。 
公的な防災機関が防災対策の政策判断するときは、短期的な視点にとらわれず、事象の

頻度とその事象が生じた場合の被害の大きさや内容を総合的に考慮してリスク評価し、最

新の科学的知見を尊重して検討すべきである。また、学術は最新の研究成果を積極的に行

政に情報提供する取り組みが必要である。このことは、2013 年 1 月 25 日付け日本学術会

議声明科学者の行動規範にも指摘されている点であり、日本の科学と行政の間のきわめて

重要な問題である。 

さらに、緊急時に行政と学術が連携して調査・研究を行うための枠組みの整備をすべき

である。国が主導して調査・研究を組織し、進める仕組みを、総合科学技術イノベーショ

ン会議、科学技術振興機構、日本学術振興会、日本学術会議などの組織を活用して設置す

べきである。 
 

提言４  学術は危機における適切な情報発信の仕組みを作るべきである 

学術は、重大な危機における学術的知見の集約、発信の方法について検討し、その仕組

みを危機管理システムの一部として構築しなければならない。危機にあっては、社会は情

報を求める一方、研究者が安易に情報を発信することは社会の混乱を招く危険もはらんで

いる。また、科学がもつ知識や予測には不確実性と誤差が含まれている。その知は、行政

や報道機関に的確に伝えられなくてはならない。行政は科学の知識、予測、それにともな

う誤差等をもとに判断をおこなう必要がある。この仕組みは、「緊急事態における日本学

術会議の活動に関する指針」（日本学術会議第１８８回幹事会決定, 2014 年 2 月 28 日）

を踏まえて、学術会議が主導的に構築すべきである。例えば、火山学の有識者や関連観測

機関で構成する火山噴火予知連絡会が提供する知識をもとに、気象庁が火山噴火活動に対

して行政的に対応していることなどは参考になるであろう。 
 

提言５  自然現象の予測は適切に報道されるべきである 

地震や津波をはじめ地球に起こる現象は、複雑系の特徴をもち、一意的に決定される予

測はありえない。学術は得られている知見とその適用範囲、予測にともなう誤差の意味を

丁寧に説明し、報道機関はそれらを正しく理解、報道することに努力し、特に、異なる意

図の予測が国民の不安につながらぬよう心がけるべきである。 
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提言６ 自然現象を深く理解することのできる教育の充実を図るべきである 

すべての国民が、地球に生起する自然現象の本質を深く理解し、情報を自ら判断する能

力を養うため、初等・中等教育、高等教育、さらに生涯教育において、科学的素養を涵養

できる環境を整備することが重要である。複雑系の現象である自然現象の理解、多くの情

報を国民一人一人が適切に判断・選択するためには、数学（算数）、国語などと同等に理

科、社会科のあらゆる科目を着実に教育すること、それを可能とする教員養成・教員再教

育の機会を整備すること、大学や大学院での社会人教育の制度を一層充実させること等、

あらゆる場面における教育の機会とその内容の向上を目指す必要がある。また、地球惑星

科学は、その成果をより一層広く国民に還元し、予測精度･誤差などを丁寧に説明すべき

である。 
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＜ 図 表 ＞ 

 
表１.2011東北沖大地震と 2003十勝沖地震の震源域で起きたことの比較 

項目 1)-3)は量的な違い、項目 4)は質的な違い。 

    
項目 2011年東北地震・

津波 
（Mw9.0） 

2003年十勝沖地震 
（Mw8.0） 

意味・解説 
（比較） 

1）断層面の広がり 

500 km×200 km 90 km×70 km 

1) 強震動・大津波の範囲を規定． 

（岩手県～茨城県の 500㎞） 

 【5-10倍の分布範囲】 

 

2) 地殻内応力の変動範囲を規定． 

（被害地震の誘発・火山活動の活発化：1日後

の長野県北部の地震（M6.7）、4日後の静岡県

東部の地震（M6.4）、富士山や伊豆大島など

多くの火山で、火山性地震が多発） 

2) 断層すべり 

（最大値/平均値） 

50～70 m/8 m 5.8 m/2.6 m 

地殻変動、津波高を規定． 

（陸上で水平 5m・上下 1m、海底で水平 24m・

上下 3m の地殻変動） 

（沖合で 5m、海岸の最大波高 40ｍの津波） 

【5-10倍の地殻変動・津波高】 

3) 断層面の破壊完

了に要する時間 180秒 45秒 

各地の揺れの継続時間を規定． 

（震度 4 以上の揺れが、神奈川～青森県まで

の広範囲で 2分～3分継続） 

4) プレート境界浅

部（海溝軸付近）の

断層すべり 

50～70 m 0 m 

二段階の特異な巨大津波発生に関与： 典型

的な海溝逆断層型地震による津波と、海溝浅

部の津波地震の連動。 

海岸から約 70 km沖合の海底水圧計（TM1）で

は約 6 分間かけて海面が約 2 m 上昇し、その

数分後からは、2分間のうちにさらに 3 mとい

う急激な勢いで上昇するという 2 段階の特異

な津波を、地震発生直後に記録（図２）。 

 これらの海底水圧計データ、沖合の GPS 波

浪計、沿岸の潮位記録、及び浸水高・遡上高

の高密度調査から、津波発生域は、沖合約 70

㎞から沖合 200 ㎞の海溝軸に至るプレート境

界浅部であることが判明［5］。 

 

  参考文献[49-51]に基づいて作成 
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表２．震災以前に出されていた、東北沖の大地震発生に関する地震本部 
の長期予測  

震源域 2011年以降の 30年間の発生確率と規模 

三陸沖北部 M8.0程度、0.5-10% 

宮城県沖 M7.5程度、99% 

宮城県はるか沖 (三陸沖南部海溝寄り)  M7.7程度、80-90%、 

宮城県沖と宮城県はるか沖の 2つの想定震源域の連動 M8.0程度 

福島県沖 M7.4程度、7%程度以下、 

茨城県沖 M6.7-M7.2程度、90%程度以上 

三陸沖から房総沖の海溝寄りの津波地震 M8.2程度、20%程度 

 

  参考文献[11][12]に基づいて作成 

 

 

 

 

表３．東北地震・津波以前の、宮城県付近の地震・津波に関する調査研究 
研究領域 研究対象 内容と課題 

地球物理

学・測地学 

地震計記録、検潮記録、測量に

よる地殻変動 

・揺れ自体はそれほど強くなくても、大津波を起こす地震（津波地震）の

同定。 

・明治・昭和の三陸地震津波の解析。 

・信頼性は最も高いものの、記録が百数十年以上遡れない。そのため、平

均繰り返し間隔が 100年程度の巨大地震では、2回以上の記録が残ってい

る例はほとんどない。 

歴史学 

（古地震

学） 

揺れの強さ、津波高、被害等に

関する歴史史料や資料 

 

・「日本三大実録」の記載「貞観十一年五月二十六日（869年 7月 9日）陸

奥国で大地震。家屋倒壊や地割れの発生。津波が多賀城城下（仙台市の

北）まで到達。平野が海のように冠水、千人が溺死。」 

・江戸時代より前の史資料の欠落の可能性。均一性を確保するために、江

戸時代以降の史料が、地震本部の長期評価に用いられていた。 

地形・地質

学 

津波堆積物（津波によって運ば

れた砂層）や、地震によって生

じた地形変化 

・貞観地震と同様な津波堆積物を残した津波が、およそ 450年～800年程度

の繰り返し間隔で発生 

・堆積物や地震で生じた地形変化等が時代とともに失われることがあり、

その場合過小評価につながる可能性 

 

  参考文献[11][13-16]に基づいて作成 
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表４．地震調査研究推進本部の施策の経緯（東北地震津波以前） 
 

時期 内容 達成状況 

1997年 8月 地震に関する基盤的調査観測計画 

1) 陸域の地震観測網整備 

2) 地殻変動観測網整備 

3) 陸域・沿岸域の活断層調査 

4) ケーブル式海底地震・津波観測 

5) 海域の地形・活断層調査 

6) 地殻構造調査 

1) 高感度地震観測網１０００点、基盤強震観測網７００

点、広帯域地震計８０点 

2) GPS 観測網１４００ 点（国土地理院電子基準点等） 

3) 全国１１０の主要活断層について、位置・長さ・形状・

活動履歴等を系統的に調査 

4)-6) 一部を除いて予算化されず 

1999年4月～ 

2009年 3月 

地震に関する総合基本施策 

1)活断層調査、地震の発生可能性の長期

評価、強震動予測等を統合した地震動

予測地図の作成 

2)リアルタイム地震情報伝達の推進 

3)地震防災対策強化地域の観測の充実 

4) 地震予知のための観測研究の推進 

1) 地震の発生場所、規模、将来的な発生確率（長期評価）を

順次公表（宮城県沖地震について、３０年以内に９９%の

発生確率など）。全国を概観した地震動予測地図の作成・

公表・更新 

2) 緊急地震速報の開始、地震情報の早期伝達 

3) 東海地震予知のための監視システムの構築と常時観測体

制の維持 

4) 基礎研究の推進による知見の獲得（低周波微動・スロース

リップの発見、アスペリティモデル構築） 

2009年4月～ 地震に関する新総合基本施策 

1) 海溝型地震の発生予測、地震動・津

波予測の高精度化  

2) 活断層情報の体系的収集・整備及び

評価の高度化  

3)防災・減災に向けた工学及び社会科学

研究を促進するための橋渡し機能の

強化 

1) 東海・東南海・南海地震の連動発生可能性評価， 海域地

震観測網の強化，強震動シミュレーションの高度化，津波

データの即時利用による津波予測 [実施中の内容］ 

2) 沿岸海域及びひずみ集中帯等の未調査活断層や，短い活断

層や地表に現れていない断層の評価，「活断層基本図」の

作成[実施中の内容] 

 

 参考文献[52-54]に基づいて作成 
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表５．ボトムアップ型の地震予知に関する基礎研究 
 

年月 事項 内容 体制 

1965年 

～1998年 

地震予知計画（第 1次～

第 7次） 

前兆現象の発見に主眼を置

いた地震予知 

 

一部の国立大学中心 

1999 年 ～

2008年 

地震予知のための新たな

観測研究計画（第１次、

２次） 

・観測や実験による地震現象

の科学的な解明 

・地震発生モデルの構築 

・予測シミュレーションの実

現を目指した研究 

・全国の１４の大学（私立大学２を含む）が

連携した、組織的研究（地震予知研究協議

会）。 

・年度毎の計画と成果の公開、 

・評価に基づく予算配分、 

・一般研究者向けの公募研究枠の確保 

2009年～ 地震及び火山噴火予知の

ための観測研究計画 

地震と火山噴火の予知研究

の統合 

・地震火山噴火予知研究協議会 

・共同利用・共同研究拠点が研究経費を一括

管理。 

・重点的な経費配分によって、単独の大学・

機関では困難であった大型の観測研究を

実施 

 

  参考文献[55-57] に基づいて作成 

 

 

表６．東北地方の地震・津波防災に関する、国及び地方自治体の活動 

（東北地震津波以前） 

 
年月 中央防災会議 地震調査研究推進本部 地方自治体等 

（県、市町村） 

2002年 

7月 

 長期評価において、日本海溝付

近で、今後 30年間に 20%の確率

で、津波マグニチュード 8.2 程

度の地震発生を予測 [11] 

 

2006年 

1月 

「北海道・東北地方の震度及び海

岸での津波高の想定とりまとめ」

（専門調査会）[58] 

※宮城県沖以南の日本海溝付近の

津波地震についての地震本部地震

調査委員会の長期評価は、取込ま

れず。 

  

2006年 

以降 

  中央防災会議の津波高の想定にも

とづき、津波ハザードマップ作成、

公表、家庭への配布．  

 

  参考文献[11][58] に基づいて作成 
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表７．東北地震津波後の、政府の施策・指針等の見直し 
 

年月 見直し対象 内容等 

2011年 

9月 

「新たな地震調査研究の推進に

ついて－地震に関する観測、測

量、調査及び研究の推進について

の総合的かつ基本的な施策－」 

（地震調査研究推進本部） 

・超巨大地震・大津波の発生モデルの構築、 

・地震発生履歴データの充実、 

・海底地殻変動観測の整備、 

・超巨大地震に対応した緊急地震速報の構築、 

・津波即時予測技術の高度化 

（海域の津波観測網やＧＮＳＳ観測網の充実） 

2011年 

12月 

「防災基本計画」 

（中央防災会議） 

・最大クラスの地震・津波を検討対象 

・津波対策の構築に、二つのレベルの津波を想定（低頻度・甚大被害

の最大級の津波と、それよりも津波高は低いものの発生頻度は高く、

大きな被害をもたらす津波）。 

・前者は人命保護を最優先した対策，後者は人命保護に加え，財産・

経済活動の保全の対策 

2012年 

8月 

南海トラフの地震・津波被害想定

（中央防災会議）[24] 

東海、東南海、南海地震、日向灘地域、さらに海溝寄りの地域に津波

地震が同時発生を考慮。Mw 9.1の超巨大地震について 11ケースの断層

モデルを想定し、計算された中で最大のものを公表[24]。震度 7 の揺

れが静岡県から宮崎県までの 10県、20 m以上の大津波に襲われる地域

が 8都府県。冬の深夜に発生した場合の死者は 32万 3千人（津波で約

23万人、建物倒壊で 8万 2千人、火災などで 1万 1千人）、家屋の全壊

および火災による消失棟数は 120万棟 

2012年 

3月 

「発電用原子炉に関する安全設

計指針(案）」，「耐震設計指針

（案）」（原子力安全委員会 地

震・津波小委員会） 

・津波に対する安全設計事項を明確に規定 

・基準津波の策定方針 

「国内外の大規模な津波事例を踏まえ、津波の発生機構やテクトニク

ス的背景の類似性を考慮した上での検討、 

・津波に関しても「残余のリスクを合理的に実行可能な限り小さくす

るための努力」の規定（「策定された津波を超える津波が施設に来襲し

た場合においても、周辺公衆に対して放射線被ばくにより災害を及ぼ

すことのリスクを抑えるよう措置」） 

 

 参考文献[24][59-61] に基づいて作成 
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表８．原子力発電所の安全審査指針・手引き等と、電力事業者の対応 
 

年月 指針等の策定・改訂・対応 主な内容 

1978年 

9月 

発電用原子炉施設に関する

耐震設計審査指針策定（原

子力委員会） 

・活断層調査を電気事業者に義務化。津波対策は明記されず。 

・活断層調査に基づく地震規模の評価と応答スペクトルの経験的関係式を用

いた、設計用の基準地震動の策定． 

・活断層がない場合にも、直下で M6.5 の地震発生を想定した基準地震動の

策定． 

2002年 

2月 

「原子力発電所の津波評価

技術」[25]（土木学会原子

力土木委員会津波評価部

会） 

※規制当局による公的なも

のではない。 

・過去に発生した最も大きな津波（既往津波）を想定した、評価手法の提案

（設計津波水位を設定する標準的な方法の提案） 

・「各領域で想定される最大級の地震津波をすでに経験しているとも考えら

れるが，念のため，プレート境界付近に将来発生することを否定できない

地震に伴う津波を評価対象とする」 

2006年 

9月 

発電用原子炉施設に関する

耐震設計審査指針の改訂

（原子力安全委員会） 

・地震随伴現象としての津波に対する安全評価を要求 

 

2008年 8

月頃～ 

2009年 

8月頃 

既往施設の安全性を再評価

する「バックチェック」（東

京電力） 

・福島県沖で津波地震が発生した場合や 869 年貞観地震のモデル[5]を用い

た場合について、福島第一原発における津波高さを試算（8.9m～15.7 m） 

・1938 年福島県沖地震（M 7.5）と同程度の地震を想定． 5.4 から 6.1m と

いう津波高を試算し、原子力安全保安院に報告 

2010年 

12月 

「発電用原子炉施設の耐震

安全性に関する安全審査の

手引き」（原子力安全委員

会） 

 

超巨大地震の震源モデルの設定について、「プレート間地震の起こり方につ

いては、・・・（中略）隣接する震源領域が連動して破壊が広範囲に及ぶ場合

があるため、敷地に大きな影響を与える歴史記録にない巨大地震発生の可能

性を検討する観点から、敷地周辺における海成段丘面の高度分布や津波堆積

物等に関する調査・研究結果を慎重に検討すること」と記述 

 

 参考文献[25][62-65] に基づいて作成  
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図１ 東北地方太平洋沖地震の震源域 

 
a)★は本震の破壊開始点（震源）を示す。震源域の主要部は、沖合の津波発生域と陸側の

強震動生成域に分かれている。1896と 869は、それぞれ、明治三陸地震（1896年）と
貞観地震（869年）の震源域を表す。これらの過去の M8クラスの巨大地震と比べると、
M9の 2011年東北地方太平洋沖地震の巨大さが理解できる。 

(b)震源域の鉛直断面を、南側からみたときの概念図。(a)の津波発生域は浅部（灰色）に、
また、強震動生成域は深部（黒）に分布する。  

(c)震源域を南西側上空から見たときの鳥瞰図。 
 
 

参考文献[8]の原図に加筆 
 
 
 
 

  

(a) 

(b) 

(c) 

(b) 
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図２ 沖合の津波計と沿岸の潮位計で記録された東北地方太平洋沖地震の津波 

 

参考文献[66]より 
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図３ 地震・津波の防災・減災体制 

参考文献[67-68] に基づいて作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4.  仙台平野における 2011年津波の浸水域、仙台市のハザードマップによる予想浸水

域、及び貞観地震による津波堆積物の分布 

 

参考文献[66]より 
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図 5. 津波高の想定値に対する実際の観測高の比率と、浸水域住民の人的被害の関
係 
 

上段は津波調査対象の太平洋沿岸地図。中段は、東北地方太平洋 
地震による浸水高●と遡上高▲と、想定されていた津波高（赤線、 
緑線、青線）の比較。５つの楕円領域は，実際の津波が想定と著しく乖離し
ている箇所。下段は、浸水域内に居住していた者の犠牲率（千人当たりの死
者・行方不明者の合計人数）。 

 

参考文献[69]をもとに作成  
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図 6.日本周辺の海底地震 
 津波観測網の設置状況 
および設置計画 
（平成 26年 7月現在） 
 
参考文献[70-71]をもとに作
成 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7. 航空機モニタリングによる 
   137Cs の沈着量と、輸送モデルに 
よって推定された放射性プリュームの主な
経路 
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地球惑星科学連合報告、提言の素案について議論、他 

5月 7日 分科会（第 10回） 

大型研究とりまとめ、提言の内容について議論、他 

9月 17日 分科会（第 12回） 

地球惑星科学連合報告、提言の内容について議論、他 

12月 26日 分科会（第 13回） 

地球惑星科学連合ユニオンセッション、提言の内容について議論、他 

平成 26年 （2014年） 

4月 4日 分科会（第 14回） 

各分科会・小委員会報告、提言の内容について議論、他 

7月 5日 分科会(第 15回) 

           大型研究マスタープランについて、地球惑星科学委員会表出の 

提言の検討・承認、他 
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